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公益社団法人日本ホッケー協会 

平成２９年度第６回理事会（臨時）議事録 

 

Ⅰ．日 時  平成 30年 1月 20日（土）午後 1時～3時 55分 

Ⅱ．場 所  岸記念体育会館５階会議室 504・505 

Ⅲ．出席者  代表理事 中曽根弘文 

       理事 内藤貴詞・喜久生明男・中村康夫・寺本祐治 

安西浩哉・真喜代司・瀧上正志・宮野正喜・中村真理 

千野雅人・馬場治男・伊吹洋二・長田和雄・遠藤博行 

       監事 田中 誠 

 

Ⅳ．審議事項 

（１）平成３０年度登録規程について 

（２）倫理規程改定について 

（３）2018年度ＳＯＭＰＯ ＣＵＰの事業計画案について 

（４）2019年度のＦＩＨから要請されている８ヶ国大会開催について 

（ＳＯＭＰＯ ＣＵＰとしての提案） 

（５）ＪＨＡ主催大会並びにＨＪＬ開催時におけるオフィシャルメディアの 

扱い 

（６）ＪＨＡ新マークの提案 

（７）その他 

  ①「平成 30･31年度公益社団法人日本ホッケー協会理事選考の方法につい 

て」 

  ②ＪＨＡ主催・共催競技会のフィールド規程の変更 

 

※理事会招集通知でご案内しました次の２件は今理事会で審議いたしません 

①ＪＨＡ役員の旅費規程 

②新広報委員の承認 

 

Ⅴ．報告事項 

（１）2018卓上カレンダー発行 

（２）男子ユニフォームについて 

（３）ホッケー用シューズのモニター依頼 

（４）立命館ホリーズスタジアム（大阪･茨木）がＪＯＣ競技別強化センターに 
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指定された件 

（５）その他 

①技術委員会組織の報告 

②「定款」、「定款施行細則」配布 

③スポーツ庁主催「スポーツにおけるインティグリティの確保に関する 

緊急会合」資料配布（平成 30年 1月 18日（木）開催） 

 

６．スマッシュについて 

（スポーツマネジメント機能シェアシステムの活用提案） 

 

Ⅵ．開会 

（１）定刻、中村事務局長が開会を宣言。 

（２）中曽根会長ご挨拶。 

（３）中村事務局長が理事 27名の内 15名出席しているので本理事会は定款第 

39条の規定に定める定足数を満たしており適法に成立した旨を告げた。 

（４）定款第 38条に基づき中曽根会長が議長に選出された。 

（５）議事録署名人に田中誠監事、安西浩哉常務理事を、議事録作成人に織井 

   隆司事務局員を選出した。 

 

Ⅶ．「審議事項」議事経過及びその結果 

１．平成３０年度登録規程について 

（１）馬場理事が配布資料に基き説明、変更点は 

  ①母体チームと違う種類で出場する場合 

  ②マスターズ 

  ③チームスタッフ登録 

また、システム修正が必要だが費用が見えていない。何百万円にはならず何

十万円単位の費用になるので予め承認してもらいたいと説明。 

 

（２）質疑応答と決議 

特にマスターズと社会人の登録者が重複するので丁寧に説明することを 

話し合った上で提案は承認された。 

  

２．倫理規程改定について 
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（１）瀧上総務委員長が配布資料に基き説明 

 他の規程も含めて検討する必要があるが今回はＪＯＣの指摘する部分だ 

けの改定にとどめる。 

 

（２）質疑応答と決議 

   特に質問はなく、提案は承認された。 

 

３．2018年度ＳＯＭＰＯ ＣＵＰの事業計画案について 

（１）宮野広報委員長が配布資料に基き説明 

  ①女子の日程は固まりつつある。オーストラリアからは受諾の回答を得て

いる。 

  ②男子は会場を岐阜にすることで調整中。 

 

（２）質疑応答と決議 

①男子の岐阜での開催はインターハイと重なるので今聞いた日程は難しい。、 

 という意見が出て強化本部が「インターハイの期間は外すか、駄目なら別

の会場を探す」と回答 

  ②収入についてさらに精査するべきという意見が出た。 

  ③大会開催だけでなく海外での大会のテレビ放映も検討するという案も出 

た。 

④損保ジャパンからは、いかに損保ジャパンとホッケーを露出できるかが 

問われているので一つのやり方として国際大会開催を計画した。 

他によい提案があれば検討すると損保ジャパンからは言われているので 

提案をお願いしたい。 

④提案は承認された。 

 

４．ＦＩＨから要請されている 2019年度８ヶ国大会開催について 

（ＳＯＭＰＯ ＣＵＰとしての提案）    

（１）宮野広報委員長が配布資料に基き説明 

   ＦＩＨから２０１９年春の国際大会日本開催提案があった。条件を出し 

たところＦＩＨから了解するので開催してもらいたいと回答があった。 

開催地を当たっている。期間は５／１５～６／中旬（天皇即位を避ける） 
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８ヶ国規模の大会はシドニーオリンピック予選以外やったことがない。Ｆ

ＩＨ標準でやらなければならないので東京 2020 オリンピックへのよい準

備になる。 

 

（２）質疑応答と決議 

 ①大井は２０１９年６月完成予定なので使えない。開催地の交渉はこれから。 

 ②歳入計画が分からないので賛成しかねるという意見が出た。 

 ③東京 2020オリンピックテストイベントは４ヵ国大会、オリンピックの準備

を考えるとＦＩＨの提案する 8ヵ国大会を実施して経験を積む必要有。 

 ④同じく東京または近県で行なうべき。 

 ⑤今年度中に開催地を決める。 

 ⑥窓口は近藤マネージャー。中村専務理事がバックアップする。 

⑦東京 2020オリンピックのために東京協会とも連携して実施するよう努める。 

⑧ＳＯＭＰＯへの提案事業が他に考えられるなら、それに関する提案書も受け

付ける。 

⑨提案は承認された。東京協会にも連絡をする。 

 

５．ＪＨＡ主催大会並びにＨＪＬ開催時におけるオフィシャルメディアの扱い 

（１）宮野広報委員長が配布資料に基き説明 

  試合場でＪＨＡのオフィシャルメディアが一般メディアと同じ扱いを受け 

ているのが実情。ＪＨＡのオフィシャルメディアが公式ビブスを着用するよ

うにするので各試合会場で協力してもらいたい。 

 

（２）質疑応答と決議 

  提案は承認された。 

 

６．ＪＨＡ新マークの提案 

（１）宮野広報委員長が配布資料に基き説明 

  現在のＪＨＡマークに賛否両論ある。方向性を決めてもらいたい。 

 

（２）質疑応答と決議 

2月 20日までに案を出す。3月 3日の理事会で決定する。使用場所について

も案を出す。 

 

７．「平成 30･31年度公益社団法人日本ホッケー協会理事選考の方法につい 
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て」 

（１）瀧上総務委員長が配布資料に基き説明 

 12月の臨時総会で説明して以降新しい内容はないので審議事項ではなく 

報告事項として説明する。 

 

（２）質疑応答 

  ①現理事も推薦が必要になる。自薦でもよい。 

  ②ブロックは推薦者になれないので都道府県協会の推薦になるが、ブロッ

ク推薦であることを推薦書に記載あれば選考時考慮する。 

 

８．ＪＨＡ主催・共催競技会のフィールド規程の変更 

（１）真技術委員長が配布資料に基き説明 

  ①規程にかかわらず東京 2020オリンピックを考え駒沢第一球技場で日本リ 

ーグを実施することは認める。 

  ②公認料の変更について承認いただきたい 

 

（２）質疑応答と決議 

この件は業務執行理事会で検討されていないので審議する事は認めら 

れない。全て３月の理事会に出し直す。 

   

 

Ⅷ．「報告事項」議事経過及びその結果 

１．2018卓上カレンダー発行 

宮野広報委員長が配布資料に基き説明した。スポンサーの方に活用いただ 

けるよう必要な分を増刷する。 

 

２．男子ユニフォームについて 

宮野広報委員長が配布資料に基き説明した。 

 

３．ホッケー用シューズのモニター依頼 

宮野広報委員長が配布資料に基きミズノからモニター依頼が来ていること 

を説明した。 

 

４．立命館ホリーズスタジアム（大阪･茨木）がＪＯＣ競技別強化センターに 

指定された件 
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  中村事務局長が配布資料に基き説明した。 

 

  なお、立命館グランドの名称が「立命館ＯＩＣフィールド」に変わる。 

   （ＯＩＣ＝大阪茨木キャンパス）。 

 

 

 

５．技術委員会組織の報告 

 （１）真技術委員長が配布資料に基き説明 

 （２）質疑応答と決議 

①委員の任命は理事会決議なので審議事項に変更された。 

②提案は承認された。 

   

６．ジャパンホッケーリーグ 2017シーズン表彰式  

  2月 12日（月･祝）14時から、於:イイノホール 

 

９．「みんかい」誌のホッケーと東京 2020 オリンピック応援記事掲載に協力し

た。 

  損保ジャパンスポンサー契約と抵触しないことを確認すること。 

 

Ⅸ．ＳＭＡＳＨ説明 

  トップリーグ連携機構事務局 田口事務局長、赤石さん 

   

Ⅹ．次回平成２９年度第７回理事会（臨時）は下記の通り。 

  日時：平成３０年３月３日（土）午後１時～ 

場所：東京都中央区八重洲１－７－４ 矢満登ビル５Ｆ １号室 

 

 

 

以上をもって議事の全部の審議を終了したので、議長は午後３時 5５分閉会を

宣した。 

          

     平成 30年 1月 20日 

 

 


